
 奈良県労働委員会では、労働者・労働組合と使用者との間で起きた、解雇や賃金問題、 パワハラなどの労働に関するトラブルの解決をお手伝いするため、労働委員会委員による 労働相談会を毎月開催しています。 ぜひこの機会をご活用いただき、お気軽にご相談ください。         
 県内在住または在勤の労働者 
 県内に事務所のある労働組合 
 県内に事業所のある事業主  

 労働者と使用者の間で起きた労働に関する トラブル（募集・採用に関することを除く。） ⇒ 詳しくは、裏面をご覧ください。 
 相談時間は、お一人あたり３０分程度です。  

 事前予約制（相談日の前々日１４時までに、労働委員会事務局までお申し込みください。）  ☎  奈良県労働委員会事務局 ０７４２－２０－４４３１（直通）             （注）１０月の労働相談会は、夜間・休日に行う予定です。 
                     

   奈良市法蓮町７５７ 奈良県奈良総合庁舎２階  奈良県労働委員会 あっせん・相談室 ⇒ 会場へのアクセスは、    裏面をご覧ください。 

    
 突然解雇された 
 残業代が支払われなかった 
 労働条件の不利益変更を受けた 
 パワハラを受けた         など  

 配転命令を出したが拒否された 
 社員から高額な退職金を要求 された など  

 労働に関するトラブルについて、豊富な知識と経験がある奈良県労働委員会委員が相談員 となります。 
 公益委員（弁護士など）、労働者委員（労働組合役員）、使用者委員（企業役員など）が、 三者一組となって、中立・公正な立場で相談に応じます。  

 

 JR 奈良駅から徒歩約２５分 近鉄奈良駅から徒歩約２０分  路線バスをご利用の場合は、 「佐保小学校」で下車 
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